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　市では、子育て世帯等の定住促進をもって、人口減少に歯止めをかけ
るとともに、活力あるまちづくりを推進するため、市内に住宅を取得す
る子育て世代に住宅取得費として奨励金を交付する事業を行います。

○住宅の種別ごとの奨励金の額
　（1）新築住宅　50 万円・・・自己の居住の用に新たに建設した住宅
　　　　　　　　　　　　　　　で、まだ人の居住の用に供したことのない住宅
　（2）建売住宅　50 万円・・・販売を目的として建設され、まだ人の居住の用に供したことのない住宅
　（3）中古住宅　25 万円・・・人の居住の用に供されたことのある住宅

○対 象 者(次のすべての要件を満たす方)
　（1）住宅の所有権の保存または移転の登記が完了した日現在で、次のいずれかに該当する世帯であること
　　　①当該世帯に中学生以下の者がいること
　　　②新婚世帯（申請日前5年以内に婚姻し、夫婦いずれも45歳以下）であること
　（2）奨励金の交付申請者は、取得した住宅の所有者であること
　（3）本人及び同一世帯に属する者に市区町村税等の滞納がないこと
　（4）所有者等が当該住宅の所在地に住民登録をしていること
　（5）本人及び同一世帯に属する者が、この奨励金の交付を受けた者または当該交付を受けた者の世
　　　 帯に属していた者でないこと
○対象住宅（市内に定住を目的として取得した住宅）
　（1）専用住宅(専ら人の居住の用に供する住宅)または居住の用に供する部分(居室、台所、便所、浴室)
　　　の延床面積が総延床面積の２分の１以上ある併用住宅。ただし、別荘等一時的に使用するもの、
　　　賃貸、販売等の営利を目的とするもの及び既存住宅の増築、贈与、相続により取得した住宅は除く。
　（2）平成27年１月１日から平成31年12月31日までの間に、建物の所有権(共有を含む)の保存また
　　　は移転の登記が完了した住宅

○申請方法　住宅取得奨励金交付申請書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて申請してください。
　　　　　　申請書等は、本庁2階都市建設課にあります。また、ホームページからダウンロードでき
　　　　　　ます。

　（1）申請書の提出期限・・・所有権の保存または移転の登記が完了した日の属する年度末まで

　（2）申請に添付する書類
　　　①当該住宅に居住する世帯全員の記載のある住民票の写し
　　　②戸籍標本（婚姻年月日が確認できるもの）※新婚世帯に限る
　　　③対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書
　　　④併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の延床面積等が確認できる書類
　　　⑤対象住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
　　　⑥市税等納付状況確認同意書または市区町村が発行する世帯全員の滞納がないことを証明する
　　　　書類
　　　⑦共有名義同意書 ※対象住宅が共有名義の場合に限る
　　　⑧その他市長が必要と認める書類

定住促進のための住宅取得奨励金について

登記が完了した日 申請書の提出期間
平成27年1月1日～平成27年12月31日 平成27年4月1日～平成28年3月31日
平成28年1月1日～平成28年12月31日 平成28年4月1日～平成29年3月31日
平成29年1月1日～平成29年12月31日 平成29年4月1日～平成30年3月31日
平成30年1月1日～平成30年12月31日 平成30年4月1日～平成31年3月31日
平成31年1月1日～平成31年12月31日 平成31年4月1日～平成32年3月31日
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〈記号の見方〉
　：問い合わせ　　　：申し込み先　　　：常陸大宮市役所　　　：山方総合支所　　　：美和総合支所　　　：緒川総合支所
　　：御前山総合支所　　　：市教育委員会　　　：山方事務所　　　：美和事務所　　　：緒川事務所　　　：御前山事務所
　　　　：総合保健福祉センター（かがやき）　　  ：社会福祉協議会　Ｇ：グループ

問 申込 本庁
教山
社協

教委御支
かがやき

山支
教美

美支
教緒

緒支
教御

3月に実施した公立保育所及び民間保育園の給食食材の測定結果をお知らせします。
　【検査条件】　①使用機器：日立アロカメディカル株式会社製　ＣＡＮ-ＯＳＰ-ＮＡＩ(簡易検査機器)
　　　　　　　　検 査 法：ＮａI(Ｔｌ)シンチレーションスペクトロメータ　　検査時間：30分間　
　　　　　　　②使用機器 : ＡＴＯＭＴＥＸ社　ＡＴ1320(簡易検査機器)　 
　　　　　　　　検 査 法：ＮａI(Ｔｌ)シンチレーションスペクトロメータ　　検査時間：20分間
　　　　　　　　※山方保育所・野上保育園で使用　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　２段書きになっている場合は、上段が２・３週、下段が４・５週に検査しています。

※「検出せず」とは、放射性セシウムが存在しないか、検出限界値未満のことです。
　検出限界値は、測定する食材及び条件により差が出ます。
　測定の結果、放射性セシウム 134･137 の測定値が 100Bq/Kg( 国が定めた基準値 ) を超えた場合は、
　その食材の使用を中止します。

※次のいずれかに当てはまる場合は、対象住宅となりません。
　 ・別荘等の一時的に使用するもの
　 ・賃貸、販売等の営利を目的としたもの
　 ・既存住宅の増築、贈与または相続により所有権を取得したもの
　 ・現に居住し、かつ所有する住宅を取り壊して、新たに建設したもの
　・現に居住し、かつ所有する住宅（市内に所在するものに限る）から転居し、新たに所有権を取得し
　　たもの

市内保育所等給食食材の放射性物質測定結果について

　　・　　　  都市建設課都市整備G　☎52-1111　内線252問申込 本庁

　　　  福祉課子育て支援室　☎52-1111 内線136問 本庁

保育所
(園)名 検体名

測定結果(Bq/kg) 保育所
(園)名 検体名

測定結果(Bq/kg)
セシウム

134
セシウム

137
セシウム

134
セシウム

137

大　　賀 じゃがいも 検出せず 検出せず ひまわり ブロッコリー 検出せず 検出せず
りんご 検出せず 検出せず 白菜 検出せず 検出せず

山　　方 じゃがいも 検出せず 検出せず あ ゆ み キャベツ 検出せず 検出せず
チンゲン菜 検出せず 検出せず にんじん 検出せず 検出せず

美　　和 ほうれんそう 検出せず 検出せず 大宮みのり 大根 検出せず 検出せず
大宮聖愛
大宮聖慈

大根 検出せず 検出せず にんじん 検出せず 検出せず
キャベツ 検出せず 検出せず 野 　 上 さつまいも 検出せず 検出せず

さ く ら しめじ 検出せず 検出せず 玉ねぎ 検出せず 検出せず
キャベツ 検出せず 検出せず 上 小 瀬 大根 検出せず 検出せず

御 前 山 キャベツ 検出せず 検出せず


